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国家公務員法等の一部を改正する法律案（検察庁法等関連）

前回審査時から修正した内容について

該当条項 修正内容 理由

改正後の検察庁

法第9条第2項

関係

条文中「職にある検事」を「職を占

める検事」に修正し、 「ときは､」の

下に「年齢が六十三年に達した日の

翌日に」を加える

他の条文と平灰を合わせ、本

項の対象者を明確化するため

改正後の検察庁

法第9条第3項

関係

条文中｢同項に規定する検事｣を｢年

齢が六十三年に達した検事正の職

を占める検事｣に、 「当該検事を引き

続き」を｢引き続き当該検事に､」に、

｢達したときに」を「達した日にお

いて」に、 「勤務させる」を「勤務を

させる」にそれぞれ修正

同上

改正後の検察庁

法第9条第4項

関係

条文中「前項又はこの項」を「前項

の期限又はこの項｣に、 「準則で定め

るところにより、延長した期限」を

｢準則で定めるところにより、これ

らの期限｣に、 「その範囲内に第二十

二条第一項に規定する退官すべき

期日がある検事にあっては、延長し

た期限の翌日から当該退官すべき

期日までの範囲内」を「その範囲内

に定年に達する日がある検事にあ

っては、延長した期限の翌日から当

該定年に達する日までの範囲内」に

それぞれ修正

･本項が引用する改正後の検

察庁法第9条第3項には、期

限の設定については規定して

いるが、期限の延長について

は規定されていないため

･他の条文との平灰合わせ

改正後の検察庁

法第9条第5項

関係

条文中「検事正として勤務させる期

限を延長した」を「検事正の職を占

めたまま勤務をさせる期限の設定

又は延長をした」に、 「達したとき

に」を「達した日において」にそれ

ぞれ修正

同上



I改正後の検察庁

法第9条第6項

関係

条文中「達したときに」を「達した

日において」に、 「勤務すべき期限の

延長」を「勤務をさせる期限の設定

及び延長」にそれぞれ修正

同上

改正後の検察庁

法第22条第2

項関係

条文中｢異動期間の末日」の下に｢の

翌日から起算して三年を超えるこ

とができない｣を加え、 「次長検事又

は検事長として勤務させる期限を

延長した」を「次長検事又は検事長

の官及び職を占めたまま勤務をさ

せる期限の設定又は延長をした」

に、 「定年に達した日において次長

検事又は検事長として勤務してい

る」を「定年に達した日において当

該次長検事又は検事長の官及び職

を占める」にそれぞれ修正し、 「これ

らの規定により次長検事又は検事

長として勤務させる期限を延長し

た場合であって｣、 「同条第二項の規

定により読み替えて適用する」及び

｢検察庁法第二十二条第二項の規

定により読み替えて適用する」をそ

れぞれ削除し、 「限るもの｣以下の文

言を「とする」に、 「前項の」を「前

項本文の｣に、 「同条第二項の規定に

より読み替えて適用する前項ただ

し書に規定する次長検事又は検事

長」を「同項ただし書に規定する職

員」にそれぞれ修正

･他の条文との平灰合わせ

．読替規定により読み替えら

れた条文中に読替規定の記載

が不要であったため

．読替後の1項本文は、定年

に達した日の翌日から1年を

超えない範囲内での勤務延長

を認めているところ、次長検

事及び検事長は2項により最

大勤務延長期限は66歳まで

と定めている。そうすると 、

結局、 1項本文の定年に達し

た日の翌日から1年を超えな

い範囲内で延長ができる、す

なわち66歳に達した日まで

最初の勤務延長が可能である

旨を定めておけば、 1項ただ

し書で「この項本文…三年を

超えることができない｡」とb

う規定を置く必要がない。

、

改正後の検察庁

法第22条第3

項関係

条文中｢異動期間の末日」の下に｢の

翌日から起算して三年を超えるこ

とができない」を加え、 「検事正又は

上席検察官として勤務させる期限

を延長した検事」を「検事正又は上

席検察官の職を占めたまま勤務を

させる期限の設定又は延長をした

職員」に、 「定年に達した日において

検事正」を「定年に達した日におい

同上



て当該検事正」にそれぞれ修正し、

｢以下この項において同じ｡」、 「同

法第九条第三項又は第四項の規定

により検事正又は上席検察官とし

て勤務させる期限を延長した場合

であって｣、 「同法第二十二条第三項

の規定により読み替えて適用する」

及び｢検察庁法第二十二条第三項の

規定により読み替えて適用する」を

それぞれ削除し、 「限るもの｣以下の

文言を「とする」に、 「前項の」を「前

項本文の」に、 「同条第三項の規定に

より読み替えて適用する前項ただ

し書に規定する検事」を「同項ただ

し書に規定する職員」にそれぞれ修

正

改正後の検察庁

法22条第4項

関係

条文中「次長検事及び検事長は、年

齢が六十三年」を「法務大臣は、次

長検事及び検事長が年齢六十三年」

に、 「任命される」を「任命する」に

それぞれ修正

本項の主語を「法務大臣」 と

し、 これに伴う修正

改正後の検察庁

法第22条第5

項関係

条文中「当該次長検事又は検事長を

引き続き」を「引き続き当該次長検

事又は検事長に､」に、 「達したとき

に」を「達した日において」に、 「勤

務させる」を「勤務をさせる」に

それぞれ修正

、

改正後の検察庁法第9条との

平灰合わせ

改正後の検察庁

法第22条第6

項関係

条文中「前項又はこの項」を「前項

の期限又はこの項｣に、 「内閣の定め

るところにより、延長した期限」を

｢内閣の定めるところにより、これ

らの期限｣に、 「その範囲内に第一項

に規定する退官すべき期日がある

次長検事又は検事長にあっては、延

長した期限の翌日から当該退官す

べき期日までの範囲内」を「その範

囲内に定年に達する日がある次長

検事又は検事長にあっては、延長し

･本項が引用する改正後の検

察庁法第22条第5項には、

期限の設定については規定し

ているが、期限の延長につい

ては規定されていないため

･他の条文との平灰合わせ



た期限の翌日から当該定年に達す

る日までの範囲内」にそれぞれ修正

改正後の検察庁

法第22条第7

項関係

条文中「内閣」を「法務大臣」に 、

｢次長検事又は検事長として勤務

させる期限を延長した」を「次長検

事又は検事長の官及び職を占めた

まま勤務をさせる期限の設定又は

延長をした」に、 「次長検事又は検事

長について」を「次長検事又は検事

長については」に、 「達したときに」

を「達した日において」にそれぞれ

修正し、 「当該次長検事又は検事長

が」を削除

･次長検事又は検事長が検事

となるときの任命権者は法務

大臣であるため

改正後の検察庁

法22条第8項

関係

条文中「これらの規定による検事へ

の任命を行う」を「これらの規定に

より検事に任命する」に、 「検事へ任

命」を「検事に任命」に、 「年齢六十

三年に達したときに」を「年齢六十

三年に達した日において」に、 「勤務

すべき期限の延長」を「勤務をさせ

る期限の設定及び延長」にそれぞれ

修正

改正後の検察庁法第9条との

平灰合わせ

改正後の検察官

の俸給等に関す

る法律案附則第

第5条第1項関

係

条文中「(次項において「特定日」と

いう ○ )」を削除

第2項において「特定日」 と

の用語を用いないこととした

ため

改正後の検察官

の俸給等に関す

る法律案附則第

第5条第2項関

係

条文中「当分の間､」の後の｢特定日」

を「当該任命の日 （以下この項にお

いて「任命日」という。)」に、 「その

者の年齢が六十三年に達した日」を

｢任命日の前日」に、 「特定日に同項

の規定により」の「特定日」を「任

命日」にそれぞれ修正し、 「本文」を

削除

今般の修正により、改正後の

検察庁法第22条第4項（修

正前の同条第2項）に加え、

同条第7項の規定により、 6

3歳に達した後引き続き次長

検事又は検事長の官及び職を

占めたまま勤務する者が検事

に任命される場合があること

になったため



国家公務員法等

の一部を改正す

る法律案附則第

第3条関係

7項及び8項中「ほか､」以下の文言

を削除し、 11項を13項に移動さ

せ、旧12項及び13項をそれぞれ

11項及び12項と修正し、 7項及

び8項から削除した規定を14項

として新設し、旧14項を15項と

修正した上で同項中「(第七項及び

第八項を除く。)］を削除し、旧15

項を16項と修正した上で同項中

｢第九項」を「第十一項」に修正

項の構成を整理したもの

国家公務員法等

の一部を改正す

る法律案附則第

第6条第11項

関係

条文中「退職時に」を「検察官及び

退職時に」に、 「者には」を「者につ

いては」にそれぞれ修正

暫定再任用の適用除外規定を

設けたことによるもの

国家公務員法等

の一部を改正す

る法律案附則第

第8条第8項関

係

条文中「附則第三条第九項」を「附

則第三条第十一項」に修正

改正法附則第3条の項ずれに

伴う修正

国家公務員法等

の一部を改正す

る法律案附則第

第11条第9項

関係

条文中「者には」を「者については」

に修正

改正法附則第6条第11項と

の平灰合わせ


